別紙様式２

社会政策面の取組状況


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　年(　　年)　　月　　日


商号または名称　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者職・氏名


社会政策面の取組状況について、該当する場合は、（　）内に○を記載し、【参考】記載の提出書類を添付してください。

	取り組み項目
	該当の有無

	１
	「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の登録を受けているか、または次世代育成対策推進法に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けているか。
	（　　　　　）

	２
	高年齢者就業確保措置について、労使協定の締結または就業規則の労働基準監督署への届出をしているか。
	（　　　　　）

	３
	障害者の雇用の促進等に関する取組のうち、次のいずれかに該当しているか。
①障害者の雇用に関する状況の報告義務がある事業者であって法定雇用率が達成されているか、
②障害者の雇用に関する状況の報告義務がない事業者であって障害者を雇用しているか。
③「しが障害者施設応援企業」の認定を受けているか。
④障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく基準適合事業主として厚生労働大臣の認定を受けているか。
	（　　　　　）

	４
	「滋賀県女性活躍推進企業」の認証を受けているか、または女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けているか。
	（　　　　　）

	５
	「環境マネジメントシステム」で、次のいずれかの認証、登録を受けているか。
①国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ14001に適合している旨の認証
②一般財団法人持続性推進機構（平成23年９月30日以前に登録・更新した場合は、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター）の実施するエコアクション21の認証・登録
③特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構の実施するＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録
④一般財団法人エコステージ協会の実施するエコステージの認証
	（　　　　　）

























































【参考】　

【提出書類】
◆「社会政策面での取組」関係資料（登録や認証を受けている場合、各１部）
（1）「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の登録を受けている場合には、同登録証（滋賀県発行）の写し
（2）次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けている場合には、同認定通知書（労働局発行）の写し
（3）高年齢者雇用確保措置について、労使協定の締結または就業規則の労働基準監督署への届出をしている場合には、労使協定または就業規則の該当箇所の写し
（4）障害者の雇用に関する状況の報告義務がある事業者であっても法定雇用率が達成されている場合には、障害者雇用状況報告書の写し
(5)障害者の雇用に関する状況の報告義務がない事業者であって障害者を雇用している場合には、申立書の写し
(6)「しが障害者施設応援企業」の認定を受けている場合には、同認定通知書(滋賀県発行)の写し
(7)障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく基準適合事業主として厚生労働大臣の認定を受けている場合には、同認定通知書(労働局発行)の写し
（8）「滋賀県女性活躍推進企業」の認証を受けている場合には、同認証通知（滋賀県発行）の写し
(9)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認定を受けている場合には、同認定通知書（労働局発行）の写し
（10）「環境マネジメントシステム」のうち、次のいずれかの認証・登録を受けている場合には、アについては、審査登録機関の証明書の写しを、ア以外については、認証、登録証の写し
ア　国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ14001 に適合している旨の認証
イ　一般財団法人持続性推進機構（平成 23 年９月 30 日以前に登録・更新した場合は、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター）の実施するエコアクション 21 の認証・登録
ウ　特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構の実施するＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダードの登録
エ　一般財団法人エコステージ協会の実施するエコステージの認証

